
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会回覧 

交通安全情報北広島 №１ 

北広島市交通安全運動推進委員会 

令和 5 年 4 月 1 日発行 

 

年間スローガン 【ストップ・ザ・交通事故 ～ めざせ 安全で安心な北海道】 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計

発生件数 3 15 9 6 5 14 6 10 10 9 10 12 109

死 者 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

傷 者 数 4 17 10 7 6 18 9 11 13 10 12 13 130

令和 4 年中、交通事故の発生件数は 109 件で前年比 3 件減少し、死亡事故はありませんでした。 
昨年は、2 月が前年比 8 件増加しましたが、1 月に大きく減少したことにより僅かですが前年よ

り減少しました。道路別では、国道・道道・高速道路が僅かですが減少したのに対して、市道が 7 件
増加しました。なお、発生の多い国道と市道での事故が 73 件と 6 割強を占めています。 

市内の事故における違反は、前左右不確認、前方不注意、動静不注視が多いので、車の周囲の安全
を確認して、安全運転に努めましょう。 

また、歩行者の方は、交通ルールを守り、薄暮時から夜間にかけて外出する時は、明るい色の服の
着用と夜光反射材の活用に心がけ、自分の命は自分で守るという意識を持ちましょう。 

 

 

ご入学・ご入園おめでとうございます 

飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転をしない、させない、許さない」 

 春の訪れとともに、今年も入学（園）式の季節となりました。 
 たくさんの希望を胸に、元気に登校、登園する子ども達の姿が見られます。 
 今春、市内の小学校には、約 420 人の新 1 年生が入学されます。 
 子ども達は、少しずつ保護者から離れ、「独り立ち」がはじまります。 

保護者の方は、子どもの成長を喜ぶ反面、交通事故に遭わないかなど、様々 
な面で心配も多くあるでしょう。 
 交通事故防止のためには「自分の命は自分で守る」という意識付けが大切であり、交差
点や横断歩道を渡る際は「止まる・見る・待つ」を身体で覚えさせることが大事です。 
 また、毎日の通学路について、どういうところが危険なのか、子どもと一緒に 
子どもの目線で確認しておくことも必要なことです。 
 かけがえのない子ども達を、家族・地域で見守っていきましょう。 

 
 

運動期間  5 月 11 日（木）～５月 20 日（土） 
運動重点  ○こどもを始めとする歩行者の安全の確保 

○横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上 
○自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 

交通事故ゼロを目指す日 ５月 20 日（土） 

 

運動期間 ４月６日（木）～４月 14 日（金） 

運動重点 新入学（園）児童・園児の交通事故防止 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行者・自転車の交通事故防止 

デイ・ライト運動は、自動車を運転中、昼間からライトを点灯させることにより交通事故防止を図る運動です 

昨年、市内では、交通事故により歩行者 13 人、自転車乗用者 7 人が負傷しています。 
道路は、多くの車、自転車などが通行するところですが、車の運転手の中には、「前をよく見て

いない」、「周囲の車や歩行者等の動きをよく見ていない」、「前や左右の安全を確認していない」こ
とにより、多くの交通事故が発生しているのが現状です。 

歩行者や自転車利用者の方は、交通事故に遭わないために、次のことに注意しましょう。 

① 交通ルール（特に信号と一時停止）を守る。歩行者用の信号が点滅したら渡らない。 
② 急に道路に飛び出さない。昨年の自転車事故 7 件のうち、交差点の 

出合い頭事故は６件です。交差点に入る前・道路に出る前に、必ず停 
止して左右の安全を確認する。 

③ 自転車は、日頃からブレーキ等を点検し、全年齢でヘルメットの着 
用、事故を起こした時のために保険の加入に努める。 

④ 夜間外出する時は、夜光反射材の活用と明るい服の着用に心がける。 
特に歩行者事故の被害者のほとんどが、夜光反射材の非着用者である。 

道路交通法と自転車安全利用五則が改正 
全国的に自転車が当事者となる交通事故が増加している関係で、今年４月１日に一部改正の道路

交通法が施行されました。今回の改正点の中に、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着
用の努力義務が明記されました。 

これは、自転車事故による死者の致命傷が、頭部損傷によるものが多いからです。 
さらに、昨年 11 月には、改正された自転車安全利用五則が内閣府から発表され、その内容は 
  ① 車道が原則、左側を通行            ③ 夜間はライトを点灯 
    歩道は例外、歩行者を優先           ④ 飲酒運転は禁止 
  ② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認  ⑤ ヘルメットを着用 

というものです。 
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を

運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。 

至道道江別恵庭線 
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今年１月２日午後４時 35

分ころ、市内朝日町４丁目の交

差点において、横断歩道を横断

中の女性が、右折してきた車両

にはねられ死亡しています。 

交差点は、多数の車両・歩行

者・自転車が利用するため、最

も危険な箇所となります。 

信号を守る、正しく横断する

など交通ルールを守ることは

当然ですが、左右の安全確認や

交差点内の車両・歩行者・自転

車の動静に注視し、事故防止に

努めましょう。 

特に、車両の方は、右から横

断してくる歩行者・自転車は見

落としやすいので、気を付けま

しょう。また、歩行者や自転車

の方は、右左折してくる車の動

きに気を付けましょう。 


